


 

令和３年７月１４日 

福 祉 会 館 等 担 当 

 

（仮称）新福祉会館移転に関しての整理（案）について 

 

（仮称）新福祉会館への移転に関して、什器、移転費の予算措置担当と調達範囲に

ついては、以下のとおりとします。つきましては、関係課、関係団体等との調整をお

願いいたします。 

（１）移転時期（資料②参照） 

令和５年７月に竣工、８月から１０月の３カ月間を開館への準備期間（付帯工事、

移転準備）とし、１１月からの開館を想定しています。 

（２）什器について 

①市直営事業の一般什器＝福祉会館等担当にて一括して予算措置及び調達 

②市直営事業の特殊備品（①以外の備品）＝各課において予算措置及び調達 

③市委託事業の一般什器＝福祉会館等担当にて一括して予算措置及び調達 

④市委託事業の特殊備品（③以外の備品）＝各課または受託団体において予算措

置及び調達 

⑤外部団体の什器＝各外部団体において予算措置及び調達する方向とするが、各

外部団体の財政状況を適切に勘案のうえ、関係課において補助金での支出として

支援していく方向で検討する。 

※一般什器とは、机、椅子、キャビネット等、執務スペースにおける基本的な什器と

する。 

※市委託事業における福祉会館等担当の什器調達範囲については、事務スペース、相

談スペース、倉庫、更衣室を調達範囲とする。 

 

（３）移転費（引っ越し費用）について 

①保健センター内の機能（健康課、子ども家庭支援センター直営・ひろば、ファ

ミリー・サポート・センター）及び第二庁舎内の機能（福祉オンブズマン事務局、

市直営事業：健康課（保健センター）、子ども家庭支援センター（直営）、福祉 

オンブズマン事務局、多目的室（会議室・マルチスペース含む） 

市委託事業：子ども家庭支援センター（ひろばスペース）、ファミリー・サポー 

ト・センター、福祉共同作業所、（仮称）市民協働支援センター（市民参画スペー

ス含む）、福祉総合相談窓口、権利擁護センター、障害者就労支援センター 

外部団体：シルバー人材センター、悠友クラブ連合会、社会福祉協議会、ボラン 

ティア・市民活動センター 

【資料①】 

（仮称）小金井市新福祉会館建設に関する庁内検討委員会（第２２回） 



 

障害者就労支援センター）、福祉共同作業所については、福祉会館等担当にて一

括して予算措置する。 

※什器等の廃棄については、移転に併せて一括して行う想定だが、受託団体所有の

什器等については、各団体で廃棄する。 

②社会福祉協議会内の機能（社会福祉協議会、ボランティア・市民活動センター、 

（仮称）市民協働支援センター、福祉総合相談窓口、権利擁護センター）及びシ

ルバー人材センター、悠友クラブ連合会については、各外部団体において予算措

置する方向とするが、各外部団体の財政状況を適切に勘案のうえ、関係課におい

て補助金での支出として支援していく方向で検討する。 
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（仮称）小金井市新福祉会館建設に関する庁内検討委員
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令和３年７月１４日 

福 祉 会 館 等 担 当 

 

（仮称）新福祉会館先行竣工時の仮設壁等について 

 

 庁舎部分との境界の仮設壁については、これまでの本委員会の中で、当初、ＡＬ

Ｃ壁（軽量気泡コンクリート）という厚めの仮設壁の設置を想定していましたが、

撤去・補修・再仕上げ工事の容易さを考慮し、既設のシャッター等を下ろし、さら

に、ボード壁（内装仕様）を立てる方法に変更する旨、ご説明しました。また、庁

舎竣工時の仮設壁撤去に要する期間は、ＡＬＣ壁の場合は「最長１か月間」とお示

ししておりましたが、ボード壁の場合は「最長２週間」としてご説明してきたとこ

ろです。 

しかしながら、（仮称）新福祉会館竣工時に庁舎側の外装工事等が完了しておら

ず、仮設壁の仕様は外壁仕様が求められるため、再度、検討した結果、壁の強度や

防水性を考慮し、改めてＡＬＣ壁を設置する計画に変更しました。また、併せて、

既設のシャッター等を閉じる計画とし、より遮音性を高めるため、庁舎工事側に防

音シートを施すことも検討します。 

 つきましては、仮設壁撤去に要する期間として、最長１か月間を要する場合に備

え、あらかじめ、多目的室０１～０３、子ども家庭支援センターひろばスペースに

ついては、運営方法の調整、検討をお願いいたします。 

なお、仮設壁の設置箇所、先行竣工時の避難経路等については、資料➃のとおり 

です。 

【資料③】 

（仮称）小金井市新福祉会館建設に関する庁内検討委員会（第 22 回） 
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【資料➃】（仮称）小金井市新福祉会館建設に関する庁内検討委員会（第22回）










